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議事要旨(4) IFRS財団公開草案「体制とその有効性についての評議員会のレビュー：IFRS財

団定款の修正案」へのコメント対応 

 

冒頭、小野委員長より、IFRS財団公開草案「体制とその有効性についての評議員会のレビ

ュー：IFRS財団定款の修正案」へのコメント対応に関する審議を行う旨が説明され、その後、

川西常勤委員より審議資料に基づき詳細な説明がなされた。 

説明に対する委員からの主なコメントと、それらに対する事務局からの回答は次のとおり

である。 

 

 ある委員より、次のコメントがあった。 

 昨年の意見募集に際してのコメント・レターに引き続き、IASB メンバーの各々が

IASBの「概念フレームワーク」を尊重することを要求する定款第29条については

見直しが検討されるべきであるという意見を、コメント・レターに含めていただき

たい。 

 

 複数の委員より、次のコメントがあった。 

 IASBのメンバーの経歴の要件に「市場・金融規制当局者」を追加する定款第25条

の修正については、規制者の利害や意図が会計基準に影響を及ぼす恐れがあり、望

ましくないと考える。 

これらに対して、事務局より、次の回答がなされた。 

 いただいたコメントを踏まえて、コメント・レター（案）の表現等について見直し

たうえで、次回の委員会で再度審議いただきたい。 

 

以 上 


